
 

 

東京電力ホールディングス株式会社福島第二原子力発電所第３号機の 

工事計画届出（液体廃棄物処理設備（高伝導度廃液系）の改造に係る工事）

についての確認結果 

 

（届出概要） 

１．届出者及び届出年月日等 

   届出者：東京電力ホールディングス株式会社 代表執行役社長  

 廣瀬 直己 

   届出年月日等： 

（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づく届出） 

平成２８年９月５日（原管発官２８第１９０号） 

    （電気事業法に基づく届出） 

       平成２８年９月５日（原管発官２８第１９１号） 

   補正年月日等： 

（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づく届出） 

平成２８年９月２７日（原管発官２８第２０７号） 

     

 

 

２．発電所の名称及び位置 

名称：福島第二原子力発電所 

位置：福島県双葉郡楢葉町 

 

３．発電所の出力及び周波数 

出力：   ４，４００，０００ｋＷ 

第１号機：１，１００，０００ｋＷ        

第２号機：１，１００，０００ｋＷ 

第３号機：１，１００，０００ｋＷ（今回届出分） 

第４号機：１，１００，０００ｋＷ 

周波数：５０Ｈｚ  

 

４．届出範囲 

５．放射性廃棄物の廃棄施設 

５．２ 気体、液体又は固体廃棄物処理設備 

 ５．２．１ 液体廃棄物処理系 

  ５．２．１．１ 高電導度廃液系 

   (１４) その他の機器 

   ５．２．１．１．１ 塩分除去装置 

    ５．２．１．１．１．１ 減圧脱水乾燥装置 

     ａ．蒸留釜 

 



 

５．５ 放射性廃棄物の廃棄施設の基本設計方針、適用基準及び適用規

格 

５．６ 設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する次の事項  

（１）品質保証の実施に係る組織 

（２）保安活動の計画 

（３）保安活動の実施 

（４）保安活動の評価 

（５）保安活動の改善 

 

５．工事の種類・内容 

種類 ：発電用原子炉の基数の増加の工事以外の変更の工事（放射性廃棄

物の廃棄施設） 

内容：液体廃棄物処理設備（高電導度廃液系）の改造 

 

６．届出理由 

平成２３年３月１１日の東北地方太平洋沖地震に伴う津波により建屋に

溜まった海水については、現在、廃棄物処理建屋に設置した仮設水処理装置

で放射性物質の除去処理を行った後、サプレッションプール水サージタンク

に貯水している。 

当該海水は、既設の廃棄物処理設備で処理する予定であるが、機器の腐食

影響が懸念されることから、既設の処理設備で処理できるよう前処理設備で

ある塩分除去装置を新設する。 

 

 

（確認概要） 

 

１．確認内容  

今回の届出に係る工事計画、発電用原子炉の設置の許可との整合性に関する

説明書、蒸留釜の設定根拠に関する説明書、蒸留釜の設計及び工事に係る品質

管理の方法等に関する説明書、蒸留釜の耐震性に関する説明書、放射線廃棄物

の廃棄施設に係る機器の配置を明示した図面及び系統図等に加え、参考資料の

とおり東京電力から追加で提出のあった内容も併せて確認した。 

確認した結果、以下のとおり原子炉等規制法第４３条の３の９第３項第１号

に規定する発電用原子炉の設置の許可との整合性、同項第２号に規定する「実

用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則（平成２５年原子力

規制委員会規則第６号）」（以下「技術基準規則」という。）に適合するもので

あること、同項第３号に規定する「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置

者の設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査のための組織の技術基

準に関する規則（平成２５年原子力規制委員会規則第８号）」（以下「品質基準

規則」という。）に適合するものであることを確認した。 



 

 

 発電用原子炉の設置の許可との整合性については、申請に係る内容が、福

島第二原子力発電所原子炉設置変更許可申請書（平成２１年８月１４日許

可までの申請に係るもの。）の本文に記載された放射性廃棄物の廃棄施設

の構造及び設備の変更を要するものに該当しないことから、許可を受けた

ところによるものである。 
 

 蒸留釜への海水の移送については、サプレッションプール水サージタンク

から供給配管等を経て、蒸留釜の負圧による吸引により行うことで、放射

性廃棄物を他の設備に逆流しない設計としている。また、蒸留釜は、海水

を扱う設備であるが、耐食性に優れたステンレス系材料を使用すること及

び溶接等による密封構造とすることで漏えいし難く、著しく腐食しない設

計としていることから、技術基準規則第３９条（廃棄物処理設備等）第１

項の規定に適合する。 
さらに、蒸留釜が設置される３，４号廃棄物処理建屋内部の床面及び壁面

は、耐水性のエポキシ樹脂の塗布により流体状の放射性廃棄物が漏えいし

難い構造としており、流体状の放射性廃棄物が漏えいしたとしても床ドレ

ン受口に導かれ、高電導度廃液サンプへ回収される構造としている。また、

施設内から施設外へ通じる機器搬出入通路及び連絡通路部には、流体状の

放射性廃棄物の漏えいを防止するための堰が施設されていること、蒸留釜

の保有可能量は、堰設置エリア内の保有可能量以下であることから、仮に

蒸留釜から全量流出した場合でも堰内に留めることが可能であり、同条第

２項の規定への適合性に影響を与えるものではない。 
 

 蒸留釜は、発電用原子炉の運転中又は停止中に定期的な試験又は検査を行

うことにより、その健全性及び性能を確認できる設計とし、そのために必

要な配置、空間等を備えた設計としていることから、技術基準規則第１５

条（設計基準対象施設の機能）第２項の規定に適合する。 
また、蒸留釜内の撹拌スクリュー部は十分低速であり、損壊に伴う飛散物

はないとしていること、さらに、仮に飛散しても、蒸留釜の周辺には、発

電用原子炉施設の安全性を損なう施設がないとしていることから、同条第

４項の規定に適合する。 
  

 蒸留釜が設置される３，４号廃棄物処理建屋内部は、耐水性を有する塗料

を塗布していること等により、放射性物質による汚染を除去し易い設計と

していることから、技術基準規則第４１条（放射性物質による汚染の防止）

第１項の規定に適合する。 
 

 蒸留釜の設置及び機器配置の変更に係る管理区域の設定については、放射

線業務従事者等の作業性等（立入場所）を考慮して、基準外部放射線量率

を設定するとともに、個人の被ばく線量について「実用発電用原子炉の設

置、運転等に関する規則の規定に基づく線量限度等を定める告示」に規定



 

された許容量を十分下回るよう管理区域を設定するとしていることから、

技術基準規則第４２条（生体遮蔽等）第２項の適合性に影響を与えるもの

ではない。 
 

 耐震性については、「原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601（日本電

気協会）」等に基づき、当該設備の耐震重要度分類（Ｃクラス）に応じた

耐震設計が適切になされており、技術基準規則第５条（地震による損傷の

防止）第１項の規定に適合する。 
 

 構造強度については、クラス３その他機器に分類されるため、技術基準規

則第１７条（材料及び構造）第１項第３号、第１０号及び第１５号の対象

外である。 
 

 設計及び工事に係る品質管理の方法等については、品質保証の実施に係る

組織、保安活動の計画、保安活動の実施、保安活動の評価及び保安活動の

改善に係る事項について、安全文化を醸成するための活動、不適合の管理、

業務のプロセス、設計管理のグレード分け等を含めて品質保証計画として

定められており、品質基準規則に適合する。なお、調達先に対しては、工

事の重要度に応じて調達先の評価を行っており、調達管理のプロセスにつ

いては、工事監理等により確認するとしている。その上で検査としては、

検査の項目（材料検査、耐圧検査、漏えい検査、寸法検査、外観検査、性

能確認検査等）について、品質管理項目一覧として整理しており、各検査

の判定基準、工程、体制等を要領書等に定めて実施することとしている。 
 

２．処理意見 

本工事計画は、原子炉等規制法第４３条の３の１０第４項で準用する同

法第４３条の３の９第３項の規定に適合するものと認められる。なお、

電気事業法第４８条第４項で準用する同法第４７条第３項の規定に関し

ては、原子力規制委員会で確認すべき同項第１号の原子力安全に係る基

準（原子炉等規制法第４３条の３の１４の技術上の基準に該当する部分）

に対して、電気事業法第１１２条の３第２項の規定により、適合してい

るものとみなされる。 

  



 

 

（参考資料） 

東京電力から追加で確認した内容 

 

年月日 概要 備考 

平成２８年９月８日 工事計画の記載、各添付書

類の評価内容等について、

事実関係を確認 

－ 

平成２８年９月１６日 平成２８年９月８日のヒ

アリングを踏まえ提出の

あった資料について、事実

関係を確認 

 

平成２８年９月２７日 平成２８年９月１６日の

ヒアリングを踏まえ提出

のあった資料について、事

実関係を確認 

＜提出資料＞ 

工事計画届出書の確認

事項に対する回答 

：添付 

 

 

  



 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（抄） 

 

（工事の計画の認可）  

第四十三条の三の九 （略） 

２ （略）  

３ 原子力規制委員会は、前二項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認

めるときは、前二項の認可をしなければならない。  

一 その工事の計画が第四十三条の三の五第一項若しくは前条第一項の許可を受けたと

ころ又は同条第三項若しくは第四項前段の規定により届け出たところによるものであ

ること。  

二 発電用原子炉施設が第四十三条の三の十四の技術上の基準に適合するものであるこ

と。  

三 その者の設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査のための組織が原子力規

制委員会規則で定める技術上の基準に適合するものであること。  

４、５、６ （略） 

 

（工事の計画の届出）  

第四十三条の三の十 発電用原子炉施設の設置又は変更の工事（前条第一項の原子力規制

委員会規則で定めるものに限る。）であつて、原子力規制委員会規則で定めるものをしよ

うとする発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その工

事の計画を原子力規制委員会に届け出なければならない。その工事の計画の変更（原子

力規制委員会規則で定める軽微なものを除く。）をしようとするときも、同様とする。  

２ 前項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から三十日を経過した後

でなければ、その届出に係る工事を開始してはならない。  

３ （略）  

４ 原子力規制委員会は、第一項の規定による届出のあつた工事の計画が前条第三項各号

のいずれかに適合していないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出を受

理した日から三十日（次項の規定により第二項に規定する期間が延長された場合にあつ

ては、当該延長後の期間）以内に限り、その工事の計画を変更し、又は廃止すべきこと

を命ずることができる。  

５、６ （略） 

  



 

電気事業法（抄） 

 

（工事計画） 

第四十七条 （略）  

２ （略） 

３ 主務大臣は、前二項の認可の申請に係る工事の計画が次の各号のいずれにも適合して

いると認めるときは、前二項の認可をしなければならない。  

一 その事業用電気工作物が第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合しな

いものでないこと。  

二 事業用電気工作物が一般電気事業の用に供される場合にあつては、その事業用電気

工作物が電気の円滑な供給を確保するため技術上適切なものであること。  

三 特定対象事業に係るものにあつては、その特定対象事業に係る第四十六条の十七第

二項の規定による通知に係る評価書に従つているものであること。  

四 環境影響評価法第二条第三項 に規定する第二種事業（特定対象事業を除く。）に係

るものにあつては、同法第四条第三項第二号 （同条第四項 及び同法第二十九条第二

項 において準用する場合を含む。）の措置がとられたものであること。 

４、５ （略） 

 

第四十八条  事業用電気工作物の設置又は変更の工事（前条第一項の主務省令で定めるも

のを除く。）であつて、主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画を

主務大臣に届け出なければならない。その工事の計画の変更（主務省令で定める軽微な

ものを除く。）をしようとするときも、同様とする。  

２  前項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から三十日を経過した後

でなければ、その届出に係る工事を開始してはならない。  

３  （略） 

４  主務大臣は、第一項の規定による届出のあつた工事の計画が前項各号のいずれかに適

合していないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出を受理した日から三

十日（次項の規定により第二項に規定する期間が延長された場合にあつては、当該延長

後の期間）以内に限り、その工事の計画を変更し、又は廃止すべきことを命ずることが

できる。  

５  （略） 

 

（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律との関係）  

第百十二条の三 （略）  

２  原子炉等規制法第四十三条の三の十第一項 の規定による届出をした発電用原子炉施

設の設置又は変更の工事の計画（同条第四項 の規定による命令があつた場合において同

条第一項 の規定による届出をしていないものを除く。）に係る原子力発電工作物の設置

又は変更の工事の計画に対する第四十七条第三項 又は第四十八条第三項 の規定の適用

については、当該工事の計画が第四十七条第三項第一号に掲げる要件又は第四十八条第

三項第一号に掲げる要件に適合しているものとみなす。  

３、４ （略） 
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